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研究要旨 

新型コロナウイルス感染症拡大時の地域における感染症拡大時の看護人材確保についてのプロセ

ス及び事前の体制整備等について実態を把握するとともに課題を明確にすることを目的とした。都

道府県、政令指定都市・中核市・保健所設置市・特別区（保健所政令市等）、都道府県看護協

会、日本看護協会の新型コロナウイルス感染症に関する看護職員の人材調整担当者または経験

者を対象としたアンケート調査、また、アンケート結果から看護職の人材調整件数が多い、ま

たは感染拡大の事前の備えが効果的だった等の特徴がみられた機関にヒアリング調査を行っ

た。 

都道府県対象調査では医療機関、保健所ともに都道府県内での人材調整経験が多かったが、他

都道府県への人材調整経験もみられた。回答が多かった調整内容について、医療施設は「医療機

関間の派遣調整」、保健所は「常勤保健師の派遣」の回答が多かった。保健所政令市等対象の調査

では、医療施設の人材調整経験は少ないが、保健所の当該自治体内の人材調整経験があり、調整内

容は「常勤保健師の派遣」の回答が多かった。都道府県看護協会対象の調査では、医療施設で都道

府県内、他都道府県への人材調整の経験がみられ、保健所での調整は都道府県内の人材調整経験

のみであった。調整内容は、医療施設では「感染症看護に関する認定・専門看護師による相談調

整」、保健所における調整では「潜在看護職の紹介」だった。新型コロナウイル感染症拡大時、都

道府県、保健所政令市等、都道府県看護協会は、管轄エリアで人材リソースの活用や既存業務のノ

ウハウを生かした看護職人材確保に尽力していた。また、都道府県は、医療体制整備や市町村を包

括する広域の地方自治体の機能を備えていることから、看護師・保健師両方の人材調整に携わり、

保健所政令市等および都道府県看護協会に対して、組織の枠を超えた連携を図っていたことが考え

られた。看護人材確保で困難だったことについて、特定の感染管理認定看護師へ感染対応の集中、

採用までの手間、調整の指揮担当者の不足、財源確保や契約までの調整困難等が挙げられ、調整力

を高めるための人材育成、平時からの各機関間での協定締結等の検討の必要性が考えられた。 

人材調整担当者の役割について、都道府県や保健所政令市等の地方自治体では医療機関等の関係

者への協力要請や在宅療養者支援等のより現場に密接に関わる調整を役割とし、都道府県看護協会

は看護職リスト作成や派遣要請内容とのマッチング、派遣する看護職の不安軽減等、派遣を円滑に

する調整を役割としていた。具体的な看護職確保策について、主に都道府県と当該地域看護協会

（以後、看護協会）で協定、事業委託契約を結び、都道府県が都道府県県内の派遣要望を取りまと

めて看護協会へ派遣を依頼し、看護協会は eナースセンター等を介して未就業看護師の確保、調整

を行っていた。また、確保した看護職の雇用として、都道府県や保健所政令市等の職員、看護協会

職員として一時雇用し派遣していた事例もあった。 
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Ａ．研究目的 

2019 年 12 月に中国の武漢市で最初の事例

が確認された新型コロナウイルス感染症（以

後、COVID-19）は、2020 年 3 月にパンデミッ

クが宣言され、2022 年 4月 3 日時点で、累計

4 億 8900万人の症例報告と 600 万人を超える

死亡が確認されている（WHO, 2021）。COVID-

19 の世界的な流行により、医療現場において

感染症対策のため手厚い看護提供体制が必要

とされ（武村ら, 2020）、病床数を超える感染

症患者に対応するための宿泊療養施設や臨時

の医療施設への看護職の人材確保が必要と

なった。加えて、医療施設以外でも、自宅療養

者へのケア、保健所業務に対応する看護職の

人材確保が必要となり、増大する業務に対応

可能な看護職員の確保に苦慮したことが報告

されている（日本看護協会，2021a）。 

ある大規模病院における看護職の人材確保

においては、看護部に COVID-19チームを組織

し、看護業務の優先順位を調整し、流動的な人

員配置や事前のトレーニングを実施すること

で、緊急的な管理に成功したとの報告がある

（Liu et al, 2020）。しかし、最前線でケア

にあたった施設のスタッフは、自身と家族へ

の感染への懸念や精神的負担、バーンアウト

を経験し（White et al, 2021）、これらの理

由から離職が進み（Faghanipour et al, 2020）、

施設利用者の増大するニーズに対処する十分

なスタッフがおらず、特に看護師や准看護師

といったライセンスをもつスタッフの確保が

困難となっていることも指摘されている

（Quigley et al, 2020）。日本において、平

時からの看護人材確保については、都道府県

や保健所設置自治体の行政単位で、看護人材

の需給を検討し、様々な事業を展開している。

しかし、COVID-19 流行下においては、病院を

はじめとする福祉および介護施設・事業所、保

健行政内の看護人材の不足という課題が発生

し、今までの対応では供給が追いつかず、厚生

労働省が 2020 年度、日本看護協会に看護職の

派遣調整事業を依頼した。それに伴い、日本看

護協会はナースセンターによる潜在看護職に

対する宿泊療養施設等への就業支援や、都道

府県看護協会と日本看護協会が連携した看護

職の県内および県外からの看護職派遣の仕組

みの構築に基づき感染拡大地域への派遣調整

を実施する対策等が行われた。さらに、国が公

立病院や関係団体に看護職の広域応援派遣を

要請し、看護職の派遣調整が行われた。 

これらより、地域の限られた医療資源であ

る看護職の人材確保は喫緊の課題であるとと

もに、上述した都道府県や保健所設置自治体

や日本看護協会及び都道府県看護協会による

対策の結果について振り返る必要があると考

える。そのため都道府県や保健所設置自治体

の看護人材確保担当課、日本看護協会及び都

道府県看護協会に調査をする必要がある。 

 そこで本事業は、地域における感染症拡大

時の看護人材確保についてのプロセス及び事

前の体制整備等について実態を把握するとと

もに課題を明確にすることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究は、1．都道府県、政令指定都市・中核

市・保健所設置市・特別区、日本看護協会、都

道府県看護協会を対象にしたアンケート調査、

2．人材調整等について詳細な内容を明らかに

するためのヒアリング調査を行い、各調査結

果からCOVID-19流行下における看護職確保及

び人材調整について、総括的に課題を考察し

た。 

以下、各調査の方法について述べる。 

 

1．COVID-19感染拡大時の地域における看護職

確保及び人材調整の実態：アンケート調査 

都道府県（47カ所）、政令指定都市・中核市・

保健所設置市・特別区（保健所政令市等）（1

10カ所）、都道府県看護協会（47カ所）、日本

看護協会のCOVID-19に関する看護職の人材担

当者または経験者205名に対し、アンケート調

査を行った。 

調査項目は、①感染対策ガイドライン整備

と周知方法、②平時の地域の医療施設ネット

ワークと医療施設との連携体制、③感染拡大

時の医療施設における看護人材確保・派遣の

実態、④感染拡大時の保健所における看護人

材確保・派遣の実態、⑤コロナ禍の看護職員確

保体制整備と効果的だった取り組み、⑥平時

からの看護職の復職支援と感染拡大時に効果

的だった取り組みとした。なお、感染拡大時と

は、2020～2021年のCOVID-19感染拡大時と定

義して尋ねた。 

調査期間は2022年10月～11月とした。 

数値データについては単純集計し、自由記

載については意味内容を損なわないように文

章を整理した。 

 

2．COVID-19感染拡大時における看護職確保及

び人材調査の実態：ヒアリング調査 

2022年10月～11月に実施したアンケート調
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査の回答施設76施設から、多数の人材調整、効

果的な事前の備え、自都道府県内で調整が完

結した機関、他機関への派遣を調整した機関

等、特徴のある対象候補機関を選定し、メール

または電話にて調査依頼を行った。その結果、

ヒアリング調査に同意の得られた都道府県2

機関、保健所政令市等3機関、都道府県看護協

会4機関、日本看護協会の計10機関を対象とし

た。 

インタビュー内容は、①人材調整担当者の役

割、②看護職確保策の具体的な内容およびプ

ロセス、③感染拡大前の事前の備え、④現状の

課題や改善例とした。 

人材確保・調整に対する課題の明確化の視

点で、「人材担当者の役割」「看護職確保策」

「感染拡大時前からの備え」について内容分

析を行った。 

調査期間は2022年12月～2023年1月とした。 

 

3．倫理的配慮 

アンケート調査について、調査に関する説

明文書に調査の趣旨、調査協力の自由意思の

保障、匿名性の確保、本研究の目的以外に使用

せず結果は論文等で公開すること等を明記し、

アンケート用紙の調査協力同意欄にチェック

が確認できたもののみを対象とした。 

ヒアリング調査について、調査に関する説

明文書に調査の趣旨、調査協力の自由意思の

保障、匿名性の確保、本研究の目的以外に使用

せず結果は論文等で公開すること等を口頭で

説明し、調査協力へ同意書が得られた機関を

対象とした。 

横浜市立大学の人を対象とする生命科学・

医学系研究倫理委員会の承認を得て行った（F

220800064）。 

 

Ｃ．研究結果 

1．新型コロナウイルス感染拡大時の地域にお

ける看護職確保及び人材調整の実態：アン

ケート調査 

アンケート調査の回収は、都道府県45件、保

健所政令市等26件、都道府県看護協会36件、日

本看護協会、合計108件（回収率52.7％）、そ

のうち都道府県で同意欄にチェックの無い1

件を除く107件を分析対象とした。 

1）都道府県 

（1）人材確保ならびに感染対策体制 

看護職員の人材確保業務の担当は人材確保

部門27件（64.3％）で回答が多く(表2)、感染

対策ガイドライン整備・周知は厚生労働省か

ら入手し医療施設へ伝達30件（68.2％）の回答

が多かった(表3)。 

日頃から取り組んでいる医療施設間ネット

ワークでは、医療機関連絡会議等の多医療機

関が一同に会す会議が多く挙げられ、その他

の意見としては新型コロナウイルス感染制御

ネットワークによる連携体制、派遣可能な医

療者のリスト化等が挙げられていた(表4)。都

道府県が構築している医療施設との連携体制

についても同様に医療機関連絡会議等の多医

療機関が一同に会す会議等の連携体制の構築

の意見が多くみられた。その他の意見として、

医師会、医療機関等と協定の締結、入院コー

ディネータの設置、医療情報共有のためのシ

ステムなどが挙げられていた(表5)。 

（2）医療施設における看護人材確保・派遣の

実態 

都道府県内の人材確保の経験は 32 件

（72.7％）で、調整件数の平均は 93.8±166.7

件、人材派遣平均数は 344.4±699.8 件であっ

た。他都道府県からの人材確保の経験は 6 件

（13.6％）、調整件数の平均は87.8±112.4件、

依頼授受都道府県の平均は 21.7±18.1、人材

派遣数の平均 440.8±479.4 件であった。他都

道府県への派遣の経験は 17 件（38.6％）、調

整件数の平均 3.4±2.6 件、依頼授受都道府県

は平均 7.6±17.0、人材派遣数の平均は

67.1±73.7 件であった(表 6)。 

都道府県内における調整内容は「医療機関

間での派遣調整」18件（56.3％）、感染看護に

関する認定・専門看護師による相談調整」11件

（34.4％）、「看護教員の派遣調整」6 件

（18.8％）、他都道府県からの派遣では「医療

機関間での派遣調整」3（50.0％）、「看護教員

の派遣調整」件（33.3％）、他都道府県へ派遣

では「都道府県常勤看護職員の派遣」8 件

（47.1％）であった。派遣先依頼内容では、都

道府県内では「相談窓口の明確化」7件（21.9）、

他都道府県からは「多様なシフトの検討」3件

（50.0％）、他都道府県への派遣では「宿泊場

所の手配・費用補助」7件（41.2％）が多い回

答だった。 

仲介依頼先では、都道府県内は「都道府県

ナースセンター」10件（31.3％）、他都道府県

からの派遣では「都道府県ナースセンター」

「都道府県看護協会」等 4 項目に回答があり

各 1 件(16.7％）、他都道府県への派遣は「都

道府県ナースセンター」「県内病院へ照会」各

2 件(11.8％）であった。連携組織について、

都道府県内、都道府県からの派遣、他都道府県
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への派遣ともに「都道府県看護協会」21 件

（65.6％）、3件（50.0％）、2 件(11.8％）の回

答が多かった。 

医療施設における看護人材確保・派遣の充

足 率 に つ い て 、 都 道 府 県 内 は 平 均

91.7±21.8 ％ 、 他 都 道 府 県 か ら は

31.7±28.7％、他都道府県へは 61.7±22.2％

であった(表 7)。 

 

（3）保健所における看護人材確保・派遣の実

態 

都道府県内での経験は 34 件（77.3％）、調

整平均 207.9±421.4 件、人材派遣数の平均は

1859.9±2768.4 であった。他都道府県からの

人材確保経験は 3 件（6.8％）、調整平均

2.0±1.4 件、依頼授受都道府県平均 2.0±1.4

件、人材派遣平均 41.0±56.6 件であった。他

都道府県への派遣では、経験は16件（36.4％）、

調整平均 3.2±2.7 件、依頼授受都道府県平均

3.3±2.8 件、人材派遣平均 27.1±38.4 であっ

た(表 8)。 

調整内容では、都道府県内で回答が多かっ

た項目は、「都道府県常勤保健師の派遣」22 件

（64.7％）、他都道府県からでは「都道府県常

勤保健師の派遣」「IHEAT 登録者の派遣調整」

「感染症看護に関する認定・専門看護師によ

る相談調整」が各 1件（33.3％）だった。他都

道府県への派遣で回答が多かった項目は「都

道府県常勤保健師の派遣」13 件（50.0％）で

あった。派遣先依頼内容について、都道府県内

で回答が多かった項目は、「相談窓口の明確化」

12 件（35.3％）、「強みに応じた役割分担」12

件（35.3％）であった。他都道府県では「相談

窓口の明確化」「通勤時の交通手段の確保」「健

康観察・感染管理体制強化」が各１件 33.3％

であった。他都道府県への派遣では「相談窓口

の明確化」6 件（37.5％）の回答が多かった。 

仲介依頼先について、都道府県内では「都道

府県ナースセンター」10 件（29.4％）の回答

が多かった。他都道府県からの仲介の回答は

なく、他都道府県へでは「都道府県ナースセン

ター」「民間職業紹介事業者」「国」「厚生労働

省」が各１件 6.3％の回答がみられた。連携組

織について、都道府県内は「都道府県看護協会」

19件（55.9％）、次いで「市区町村」17件（50.0％）

であった。他都道府県からは「厚生労働省」１

件 33.3％のみの回答であった。他都道府県へ

の連携組織で回答が多くみられた項目は、「厚

生労働省」13 件（81.3％）であった。 

保健所における看護人材確保・派遣の充足

率は、都道府県内では平均81.1±18.7％、他都

道府県からは70.0％、他都道府県へでは78.0

±25.7％であった(表9)。 

（4）看護職人材確保の取り組み 

①COVID渦の看護職確保体制整備 

COVID 禍における体制について回答が多く

みられた項目は「ナースセンターからの職業

紹介」33件（75.0％）、次いで「応援体制に関

する都道府県看護協会と都道府県との協定」

18 件（40.9％）、「e-ナースセンターの求人登

録者に復職医ら依頼の一斉送信依頼」17 件

（38.6％）であった。取り組みに対して効果が

あったと回答した割合が高かった項目は、「派

遣元機関同士等の調整を都道府県で一元化的

に行う体制構築」88.9％、「平時から医療機関

等に他施設へ派遣できる看護職のリスト化を

要請」69.2％、「ナースセンターからの職業紹

介」60.6％であり、1 名の回答の項目は、「国

や全国自治会と連携した派遣要請」「保健所支

援において保健師 OB の活用」以外は効果が

あったと回答していた(表 10)。 

②平時からの看護職の復職支援 

平時からの看護職復職支援で、回答が多

かった項目は「最新の看護の知識と技術を獲

得し、職場復帰を容易にするための研修開催」

42件（95.5％）、次いで「就業相談」41件（9

3.2％）、次いで「未就業、退職看護職の実態

と就業希望条件の把握」32件（72.7％）であっ

た。取り組みに対して効果があったと回答し

た割合が高かった項目は、「最新の看護の知識

と技術を獲得し、職場復帰を容易にするため

の研修開催」59.5％、「未就業、退職看護職の

実態と就業希望条件の把握」59.4％、次いで

「就業相談」48.8％、であった（表10）。 

（5）看護職確保で役立ったこと・困難だった

こと 

役だったことの意見には、研修事業による協

力体制などの日ごろからのつながり、医療機関

と繋がりのある県看護協会へ派遣業務の委託等

の意見があった。一方で困難だった場面では、認

定看護師、専門看護師の負担の集中、人材登録者

の勤務条件（時間等）と保健所の要望の不一致、

派遣に関する調整費の工面などであった（表11）。 

 

2）保健所政令市等 

（1）人材確保ならびに感染対策体制 

医療機関の看護職員人材確保担当部署に

ついて、感染症対策部門 11件（44.0％）が最

も多かった(表 13)。 

感染ガイドライン整備・周知について、「厚

生労働省からガイドラインを入手し医療施設
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へ伝達」が 23 件（88.5％）、次いで「専門学会

から入手し医療施設へ伝達」4 件（15.4％）が

多かった（表 14）。 

日頃から取り組んでいる医療施設間のネッ

トワークは、感染加算 1 の病院を中心とした

ネットワーク会議の開催、病院連絡会等の会

議の出席、医師会との情報交換が挙げられて

いた(表 15)。保健所政令市等が構築している

医療機関との連携体制では、認定看護師と関

係性を築き、認定看護師や専門看護師との施

設のラウンド、情報を一斉配信できるよう

メーリングリストの作成、入院待機者への支

援ネットワークの構築が挙げられていた(表

16)。 

（2）医療施設における看護人材確保・派遣の

実態 

医療施設における人材確保・派遣の経験は、

自治体内の人材確保経験有が 2件（8.7％）以

外ほとんどなく(表 17)、回答のあった調整内

容項目は、「保健所政令市等常勤看護職員の派

遣」「医療機関間での派遣調整」といった自治

体内の調整であった(表 18)。 

（3）保健所における看護人材確保・派遣の実

態 

保健所における人材確保・派遣の経験につ

いて、自治体内では15件（60.0％）、平均調整

件数は2.0±1.4件、平均人材派遣数は2205.9

±2850.3であった。他保健所政令市等からで

は4件（16.7％）、他保健所政令市等からの人

材確保では、平均調整件数は1.5±0.7件、依頼

授受自治体は、他自治体からは3機関とも1件

で、人材確保平均件数は135.5±177.5件で

あった。他自治体への派遣調整経験は3件（12.

5％）、調整平均件数は1.0±0.0件、依頼授受

自治体は1.0±0.0件、人材派遣平均数は33.7

±11.4人であった（表19）。 

調整内容については、保健所政令市等内で

は「保健所政令市等常勤保健師の派遣」12 件

（80.0％）と回答が多く、次いで「看護教員の

派遣調整」8件（53.3％）であった。他自治体

からではすべての回答者が「自治体常勤保健

師」の調整を行ったと回答しており 3 件

（100.0％）、他の回答では「看護教員の派遣調

整」「都道府県 DMATチーム」に回答があった。

他自治体への派遣では「自治体常勤保健師の

派遣」3 件（100.0％）の回答のみであった。

派遣先依頼内容については、自治体内では「強

みに応じた役割分担」6件（40.0％）の回答が

多く、次いで「多様な勤務シフトの検討」4件

（26.7％）であった。他自治体からの人材確保

においても「強みに応じた役割分担」3 件

（75.0％）の回答が多かった。他自治体への派

遣では「相談窓口の明確化」「強みに応じた役

割分担」「派遣者への研修」に各 1 件(33.3%)

の回答があった。 

仲介依頼先について、自治体内では「民間職

業紹介事業者」8件（53.3％）の回答が多かっ

た。他自治体からの確保では「都道府県」2件

(50.0％）の回答があり、他自治体への派遣で

は「指定都市市長会」1 件(33.3％）の回答が

あった。連携組織について、自治体内では「都

道府県看護協会」3件（20.0％）と回答が多く、

他自治体からの確保では「都道府県」3 件

（75.0％）、他自治体への派遣では回答はな

かった。 

保健所における充足率について、自治体内

では平均78.1±25.4％、他自治体からの確保

では平均90.0±14.1％、他自治体への派遣で

は1件の回答で100％であった(表20)。 

（4）看護職人材確保の取り組み 

①COVID禍の看護職確保体制整備 

「派遣会社との契約・依頼」3 件（12.0％）

が最も多い回答だった。回答があった取り組

みのうち、該当ありと回答した全員が効果が

あったと回答した項目は、「各医療関係職の職

能団体や病院団体等と事前に協議・調整」「派

遣元機関同士等の調整を自治体で一元化的に

行う体制構築」「ナースセンターからの職業紹

介」「新型コロナウイルス感染関連相談窓口の

開設・メール相談受付」であった（表 21）。 

②平時からの看護職の復職支援 

「研修情報・看護学校などの情報発信」3件

（12.0％）が最も多い回答だった。 

回答があった項目のうち、効果があったと

回答があった項目は、「研修情報・看護学校な

どの情報発信」、「最新の看護の知識と技術を

習得し、職場復帰を容易にするための研修開

催」、「就業相談」、「新しい医学・看護に関する

情報提供」であった（表 21）。 

（5）看護職確保で役立ったこと・困難だった

こと 

看護職確保で役立ったこととして、予算立

てし平時からの派遣雇用、県DMATチームの一定

期間保健所の応援、日頃の職員同士のネット

ワーク等が挙げられた。一方で困難だった場面

では、人材の質にばらつき、財源確保と契約まで

の調整、通常業務運営と感染対策業務の併任な

どであった（表22）。 

 

3）都道府県看護協会 
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（1）人材確保ならびに感染対策体制 

看護職人材確保業務を担当していた部署は

「ナースセンター」22件（56.4％）の回答が多

く（表24）、感染対策ガイドライン整備・周知

方法は「日本看護協会から入手し医療施設へ

伝達」24件（61.5％）、次いで「厚生労働省か

ら入手し医療施設へ伝達」23件（59.0％）が多

かった（表25）。 

日ごろから取り組んでいる医療施設間ネッ

トワークでは、様々な会議の出席をはじめ、看

護協会間や看護管理者のネットワークを構築

し、認定看護師との交流を持ち、リソースナー

ス講師派遣を行っていた（表 26）。医療施設と

の連携体制では、病院管理者のメーリングリ

ストの作成が挙げられていた。また、応援可能

な病院に事前に登録する仕組みを構築してい

るとの意見もあった（表 27）。 

（2）医療施設における看護人材確保・派遣の

実態 

医療施設における看護職の人材確保・調整

について、都道府県内での経験は 27 件

（69.2％）、調整平均件数は112.7±167.7件、

人材派遣平均数は 5.0±6.1 人であった。他都

道府県からの人材確保では 4 件（10.3％）が

経験有と回答し、調整平均件数は 1.0 件、依

頼授受都道府県数は 36.0±6.1、人材派遣平均

数は 195.0±176.0 人であった。他都道府県へ

の派遣の経験は 23 件（59.0％）、調整平均件

数は 1.9±2.2 件、依頼授受都道府県は平均

7.0±3.1 件、人材派遣平均数は 21.1±43.9 人

であった（表 28）。 

調整内容については、都道府県内で回答が

多かった項目は、「感染症看護に関する認定・

専門看護師による相談調整」14 件（51.9％）、

次いで「医療機関間での派遣調整」13 件

（48.1％）、「潜在看護職の紹介」12件（44.4％）

であった。他都道府県からでは「医療機関間で

の派遣調整」4件（100.0％）、他に「看護協会

による非看護職員雇用上げ派遣」や「看護教員

の派遣調整」の回答もあった。他都道府県への

派遣では、「看護協会による非看護職員雇用上

げ派遣」11 件（47.8％）の回答が多く、次い

で「看護協会常勤看護職員の派遣」7 件（33.3％）

であった。派遣先への依頼内容については、都

道府県内では「相談窓口の明確化」11 件

（40.7％）が多く、次いで「多様な勤務シフト

の検討」9 件（33.3％）、他都道府県からの確

保では「相談窓口の明確化」「強みに応じた役

割分担」「多様な勤務シフトの検討」など 7項

目の回答があった。また、他都道府県への派遣

では、「宿泊場所の手配・費用補助」12 件

（52.2％）、次いで「相談窓口の明確化」10件

（43.5％）であった。 

仲介依頼先では、都道府県内、他都道府県か

らの確保、他都道府県への派遣、ともに「都道

府県ナースセンター」の回答が多かった 14件

(51.9％)、3件(75.0％)、6件(26.1％）。連携

組織では都道府県内は「日本看護協会」21 件

（77.8％）の回答が多く、他都道府県からの確

保も 4件（100.0％）であった。他都道府県へ

の派遣では「市区町村」との連携が 21 件

（91.3％）であった。 

医療施設における充足率について、都道府

県内では平均 81.3±27.1％、他都道府県から

の確保では平均 61.9±33.9％、他都道府県へ

の派遣は 90.4±23.7％であった（表 29）。 

（3）保健所における看護人材確保・派遣の実

態 

保健所における看護人材確保・派遣につい

て、他都道府県からならびに他都道府県への

調整経験ありの回答はなかった。都道府県内

については 29件（78.4％）が経験有と回答し

た。都道府県内における平均調整件数は

976.5±3409.4 件 、 平 均 人 材 派 遣 数 は

823.9±1444.5 人であった（表 30）。 

都道府県内の調整内容について、回答の多

かった項目は「潜在看護職の紹介」26 件

（89.7％）、他に回答があった項目は「看護協

会常勤保健師の派遣」「IHEAT 登録者の派遣調

整」「看護教員の派遣調整」「感染症看護に関す

る認定・専門看護師による相談調整」「事前登

録者の紹介」「看護協会に非常勤として雇用」

であった。派遣先への依頼内容については、

「多様な勤務シフトの検討」11 件（37.8％）

の回答が多く、次いで「強みに応じた役割分担」

9件（31.0％）、「派遣者への研修」8件（27.6％）、

「相談窓口の明確化」7件（24.1％）であった。 

仲介依頼先は、都道府県ナースセンターが

22 件（75.9％）と多く、他に回答があった項

目は「協会の総務課」、また「仲介を通さず直

接」との意見もあった。連携組織では「都道府

県」21 件（72.4％）の回答が多く、次いで「市

区町村」7件（24.1％）であった。 

保健所における充足率について、平均

88.7±21.9％であった（表 31）。 

4）看護職人材確保の取り組み 

①COVID禍の看護職確保体制整備 

回答が多かった項目は「ナースセンターか

らの職業紹介」38件（97.5％）、次いで「日本

看護協会からの事業委託」36件（92.3％）、「e
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ナースの求職登録者に復職依頼の一斉送信」3

4件（87.2％）であった。効果があったと回答

したものが多い項目は、「ナースセンターから

の職業紹介」30件（78.9％）、次いで「所在都

道府県からの事業委託」23件（74.2％）、「e

ナースの求職登録者に復職依頼の一斉送信」2

1件（61.8％）であった。 

②平時からの看護職の復職支援 

平時からの看護職の復職支援として、すべ

ての回答者が「就業相談」39件（100.0％）を

行っていた。次いで多かった項目は、「最新の

看護の知識と技術を獲得し、職場復帰を容易

にするための研修開催」38件（97.4％）、「未

就業、退職看護職の実態と就業希望条件の把

握」29件（74.4％）であった。効果があったと

項目の中で回答が多い項目は、「未就業、退職

看護職の実態と就業希望条件の把握」22件（7

5.9％）、「最新の看護の知識と技術を獲得し、

職場復帰を容易にするための研修」27件（71.

1％）％、「潜在看護職個人のキャリアの把握」

20件（66.7％）％、「就業相談」20件（51.3）％

であった（表32）。 

（5）看護職確保で役立ったこと・困難だった

こと 

看護職確保で役立ったこととして、潜在看

護職『新型コロナウイス感染症対応看護職ス

キルアップ研修』受講者から施設短期雇用の

採用につながったこと、プラチナナース登録

制度による人材確保、看護知識・技術を習得す

る研修を修了した『応援看護職』の育成等の意

見があった。一方で困難だった場面では、突発

的人材確保対応困難、ナースセンターでの求

人登録と採用までに時間を要すること等の意

見があった（表 33）。 

 

4）日本看護協会 

感染拡大時の看護職の人材確保業務を担当

している部署は「感染対策部門」であり、その

他に健康政策部門も担当していた。感染対策

ガイドライン整備・周知方法は、「厚生労働省

から入手し医療施設へ情報提供」、「専門学会

から入手し医療機関へ情報提供」「感染専門家

アドバイザー（感染管理認定看護師等）入手し、

医療施設へ伝達」「独自で作成し、医療施設へ

情報提供」の全ての項目が該当していた。 

医療施設間ネットワーク構築のための取り

組みとして、「看護管理の組織代表との会議」

「各職能委員会の設置」を実施していた。また、

各都道府県看護協会間の広域支援を円滑にす

るためには「定期的な会議」との意見があった。 

（1）医療施設における看護人材確保・派遣の

実態 

感染拡大時における人材支援・調整数は 101

件、依頼授受都道府県は 3 件、人材派遣数は

503 人であった。支援・調整内容で該当した項

目は、「看護協会常勤看護職員の派遣」、「複数

都道府県看護協会間の看護職員の派遣調整」

「医療機関間での広域派遣調整」「感染症看護

に関する認定・専門看護師による広域相談」

「その他認定・専門看護師による広域相談調

整」「看護管理経験者による広域相談調整」で

あった。 

派遣先に依頼した内容について、「宿泊場所

の手配・費用補助」「通勤時の交通手段の確保」

であった。仲介依頼先では「都道府県ナースセ

ンター」、連携した組織は「都道府県看護協会」

「厚生労働省」「都道府県」「市町村」の全てに

該当していた。 

（2）保健所における看護人材確保・派遣の実

態 

保健所における看護人材確保・派遣につい

ての経験はなかった。 

（3）看護職の人材確保対策の取り組み 

①COVID 禍の看護職確保体制整備 

12 の全ての選択が該当し（資料１p17）、そ

のうち効果のあった取り組みは「重症患者ケ

ア管理ができる看護職の育成体制」「ナースセ

ンターからの職業紹介」「e ナースセンターの

求職登録者に復職依頼の一斉送信」「都道府県

看護協会への助言」の 4項目であった。 

②平時からの看護職の復職支援 

平時からの取り組みでは 8 項目すべてが該

当し（資料１p17）、そのうち効果のあった取り

組みは、「未就業、退職看護職員の実態と就業

希望条件の把握」「研修情報・看護学校などの

情報発信」「メンタルヘルス相談窓口設置」で

あった。 

 

2．COVID-19感染拡大時における看護職確保及

び人材調査の実態：ヒアリング調査 

1）人材調整担当者の役割 

担当者の役割は、機関により異なっていた。

行政に携わる担当者は、「既存・新規事業の検

討」「事業実施体制の整備」といった他機関へ

委託する事業整備、「宿泊療養施設の人材確

保・調整」「在宅療養者支援などの実務」といっ

た現場対応の役割があり、広域機能を持つ都

道府県と現場対応が主となる保健所政令市等

によって異なっていた。都道府県看護協会と

日本看護協会についても同様の関係性が見え
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た。日本看護協会は「国との連携事業の調整」

「都道府県看護協会への応援派遣に関する情

報提供」が挙げられ、都道府県看護協会はその

事業の委託を受け、「委託事業の検討、都道府

県との調整」、確保に向けた「看護職リストの

作成」「要請内容と雇用希望とのマッチング」、

潜在看護職への技術支援として「派遣看護職

への説明とオリエンテーション」「業務手順マ

ニュアル作成」の役割を担っていた。 

2）看護職確保策の具体的内容とプロセス 

看護職確保のプロセスは、各派遣先によっ

て異なり、特徴的な内容では「各医療機関：

メールあるいは電話にて要請」、「独自の人脈：

個人の人脈を活用し電話を掛ける」であった。

ただ、これらメール、電話での確保では、時間

と手間がかかっていた現状があった。機関を

またいだプロセスでは、都道府県はクラス

ター発生の情報を受け、保健所・県の感染対策

課を経由し、都道府県看護協会へ要請してい

た。また、初動対応に感染管理を主とした派遣、

第2段階では感染症対応への看護職を派遣し

ていた。保健所政令市等では、応援要請を受け

た段階で即座に人材派遣会社に働きかけてい

た。日本看護協会においては、都道府県と都道

府県看護協会を往復するように行動し、都道

府県看護協会は県からの事業委託を受けてい

る関係上、県からの要請を受け派遣を調整す

るというプロセスをたどっていた。 

派遣先は日本看護協会を除いては同様に、

「医療施設」「保健所」「宿泊療養施設」、都

道府県看護協会は加えて「新型コロナウイル

スワクチン接種応援」であった。「クラスター

以外の理由で看護職が不足となった施設」や

「内部の人材不足部署」といったCOVID-19へ

の対応以外の派遣もみられた。雇用形態では、

日雇いや時間給のほかに機関の一時雇用が挙

げられた。 

人材確保の取り組みでは、すでにあったリ

ソースナースの登録が活用されていたが、e

ナースネットでは軽症者を想定し活動を限定

していたことで活用されなかった。人材派遣

会社との取り組みは、度々の要請への即時対

応は期待できず、財源の課題を抱えながらも

常時雇用をしていたケースがあった。また、日

ごろからの潜在看護師への技術向上の研修、

認定看護師の福祉施設での研修開催は、現場

や派遣看護職は戸惑うことなく対応できたと

の報告があった。 

3）現状の課題 

（1）人材確保 

人材確保では、まず時期による課題があげ

られた。感染拡大初期は、COVID-19自体への不

安や抵抗感に寄り確保困難が生じていた。し

かし、早急な対応が必要であったことから自

機関内の常勤職で調整を行い、組織体制、方針

を理解している職員が対応にあたり、戸惑う

ことなく業務につくことができたことも報告

されていた。通常業務を最低限に絞ることで、

組織内部の調整で看護職要請に応じることが

できたとの意見もあった。感染拡大期では感

染症特有の同時多発現象のため、どの機関も

看護職不足で取り合いとなり確保困難を悪化

させていた。一方で地域の特性を把握してい

る訪問看護ステーションや学校教員に応援を

要請した事で、迅速に対応できたとの意見が

あった。しかし感染が落ち着いている時期で

は、いかに人材を確保しておくことかが課題

として複数の対象機関から意見が挙げられた。 

病院の機能や専門病院も看護職確保を困難

にした要因と挙げられていた。専門性が必要

な領域や急性期病院では、看護職に求められ

る知識・技術が高く、就業へのハードルを上げ

ていた要因であった。また、協力の要請を「1

日でも可」として要望していたことによって、

派遣される看護職が絶えず入れ替わることに

なり、経験曲線効果を得ることができなかっ

た現状にも遭遇した。さらに、感染症が長期化

することで人材が離れていく現象が起こって

いたことも報告された。 

その他の意見として、病院の方針によって

感染看護管理専門看護師の派遣を断られた

ケースや、新型コロナワクチン接種業務の金

銭的報酬が高額のため、医療機関を退職しワ

クチン接種業務へ転身したケースもあった。 

（2）体制づくり 

災害と判断し災害派遣医療チーム（DMAT: D

isaster Medical Assistance Team）導入と

いった災害時のようにタイムリーな体制が求

められていた。この災害時対応の一案として、

予備自衛官のような仕組みを挙げていた機関

があった。派遣看護師の就業環境の課題もあ

り、看護師が応援に入っても受援体制が整っ

ていないことで効果的な応援とならなかった

との意見があった。その他の体制として、人材

のリストやメーリングリスト管理の必要性も

あった。 

感染症を災害ととらえ、どのような有事に

も対応できるような事業継続計画（BCP: Busi

ness Continuity Plan）の整備、そのBCPの中

に平時の業務実施計画も含めることや、絶え
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ず変更される仕組みを管理者が把握しておく

必要性が挙がった。 

（3）人材育成 

感染予防の知識・スキルの向上は必須とし

ていた。常勤看護職だけでなく、潜在看護職の

教育、医療職以外の育成であった。潜在看護職

の活躍が大きかった。日本看護協会、都道府県

看護協会で開催されている研修の参加者は、

具体的に就職を検討している潜在看護職であ

り、就職のための研修としてだけでなく、潜在

看護職のスキルアップとして研修参加の呼び

かけ、研修参加が何らかの形でプラスとなる

ような仕組みが必要との声があった。医療職

以外の職員の育成では、今回はホテルが療養

施設となり、ホテルスタッフへの教育が必要

となった。また、医療機関の給食や清掃等の委

託業者への感染症教育も必要であったことが

報告され、どのような状況下でも現場の職員

だけで対応できるように、知識・技術の向上が

必要であった。 

COVID-19流行下で就業となった新人の育成

も課題であった。感染症対応業務に追われる

中、スムーズに業務へ就くことができるよう

に、新人教育をどのように実施していくのか、

検討していく必要のある課題であった。 

中小規模の医療機関は専門看護師の就業が

少なく、クラスター発生医療機関への感染管

理対応は看護協会や専門看護師自身の取り組

みに頼る状況にあり、感染管理専門看護師な

どの専門職の育成も課題であった。さらに人

材確保に関わる人材育成も課題に挙げられた。

人材調整担当者は関係者間の調整や理解の推

進、協力要請などのさまざまな場面で力を発

揮していた。このことからわかるように人材

担当者はネットワークを作る力、現場の課題

や悩みを見る力・聞く力、こまめな対応力が必

要との意見があり、人材調整を行える者の育

成は継続した課題として挙げられた。 

（4）連携コミュニケーション 

COVID-19流行下では、多くの会議が中止さ

れていた。感染症拡大時期だからこそ情報・意

見交換が必要であり、中止することなく繋が

りを維持し続けることが必要だとの意見が

あった。また、渦中の会議が設けられても、感

染管理認定看護師は参加するが、人材調整を

主の業務とする看護管理者は参加しない医療

機関が多かったとの意見があった。 

また連携にはOB・OGの活躍がみられ、日ごろ

から日々の業務に関連したつながりの必要性

が意見として出された。 

（5）業務 

まずタスクシェア・シフトの課題が挙げら

れた。業務量が日ごとに増加していく中で、ご

み処理を看護職が行っていたケースが報告さ

れた。また、要望通りに看護職人材が調整でき

たとしても、雇用形態の違い等によって事務

手続きが煩雑となっていたとの意見があった。

限られた看護人員の中で膨大な量の業務をこ

なすために、誰が何をするのかを日ごろから

整理する必要があるとの回答があった。次に

集約化の課題である。現場対応の業務は保健

センターによってばらばらに行動し、入院調

整は保健所が行っており、同じ現場対応でも

集約場が違い、あちこちへの連絡が必要で

あったため、集約を一元化する必要があると

の回答があった。 

COVID-19の長期化による課題もあった。通

常業務と並行してCOVID-19対応業務が走り、

並行しても業務が問題なく行える体制を整え

ることや、業務を分業し切り離すこと、また、

非常時にどの業務を縮小・停止にするのか、早

い段階で検討が必要であるとの意見があった。 

（6）財源 

国からの補助金等によって財政支援があっ

たが、感染症対応以外に人材確保が必要な場

合は活用できない等の制限があり、要請を受

けた医療機関へ派遣ができないケースや、派

遣を受けた施設が人件費を負担しなければな

らないケースもあり、活用されなかったとの

報告があった。 

（7）情報 

COVID-19では大きな制度改革があり、感染

症対応だけでなく制度への対応に大変な思い

をしていた。また、情報伝達では、多機関・関

係者が関わり、細かな情報が正確に伝わりづ

らい状況にあったとの回答があった。また一

番欲している地域住民への情報提供では一般

的な情報のみにとどまり、施設ごと、外国籍の

住民へなどといったきめ細やかな情報発信が

必要といった回答もみられた。 

 

Ｄ．考察 

 本アンケート調査では、感染拡大時を2020年

から2021年と設定した。COVID-19感染の波を、

現在、8波まで経験している。調査で設定した

時期は、第5波までの経験について尋ねたこと

になる。第1〜3波では、未知な部分が多いウイ

ルスに対する対応が求められ、対策としては

予防が重視され人の行動制限が重要であった。

第4、5波では、アルファ株、デルタ株と変異株
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の出現により、感染力が強まっていき、感染者

の数の増加速度が増した時期であった（坂本

ら,2023）。ヒアリング調査では、第8波を経験

した時期に調査したため、それらの経験を踏

まえた回答を得ている。これらの調査結果を

基に以下考察する。 

１）医療機関の看護職確保 

医療機関における看護職人材確保に関する

調整では、都道府県内での充足率が、都道府県

では平均約91％、都道府県看護協会では、平均

約81％といずれも高い充足率であった。この

ことから、まずは同都道府県内で人材調整を

行うことが効果的であると考えられる。COVID

禍の看護職確保体制で効果があったという割

合が高かった内容で、都道府県、都道府県看護

協会の回答は「派遣元機関同士等の調整を都

道府県で一元化的に行う体制構築」が最も高

く、88.9％、100％という回答結果だった。こ

のことより、緊急時には都道府県が中心とな

り、都道府県内の医療機関同士の調整を行う

ことが効果的であることが推測され、平時か

らこのような体制を構築しておく必要がある。 

病院の機能や専門病院も看護職確保を困難

にした要因と挙げられていた。専門性が必要

な領域や急性期病院では、看護職に求められ

る知識・技術が高く、就業へのハードルを上げ

ていた要因であったことがヒアリング調査で

語られたが、アンケート調査結果で「平時から

医療機関等に他施設へ派遣できる看護職のリ

スト化を要請」が効果ありと回答した都道府

県が約7割あったことから、専門性を問われる

医療機関への支援は同様の機能を持つ同じ地

域の医療機関が応援することが最も効果的と

考える。COVID-19重点医療機関を立ち上げる

にあたって、同じ自治体内の医療法人と自治

体と大学病院が協定を締結し、運営した事例

（横浜市，2023）があるように医療機関での看

護職人材確保では、同地域内の医療機関同士

の連携体制を構築することが優先と考える。 

また、都道府県内の医療機関同士の連携が

重要である前に各医療機関が自医療機関内で

の緊急時の対応体制を構築することも重要で

ある。過去の自然災害から、事業継続計画（B

CP）の作成が各医療機関で進められている。医

療機関の管理者は、感染流行時には災害対応

業務に切り替え、感染症流行拡大の波に合わ

せ病棟転換や外来機能の縮小や停止をし、流

動的な人材配置が求められた（厚生労働省，2

020）。このような中、病棟看護師の業務は多

忙し、都道府県看護協会から困難として意見

にあったように、業務量・時間外労働の増加に

より厳しい勤務体制であったと考えられる。 

管理者は、流行拡大の状況をレベル化し、ど

のレベルでどういうBCPを行うか、シミュレー

ションを行っておく必要がある。COVID-19流

行の第6波以降、さらなる変異株の登場により

感染力が強まり、爆発的に感染者、濃厚接触者

が増え、出勤できない職員が急増した。このよ

うな状況下では、全国的に看護職員不足に陥

り、他からの援助も受けられない状況となる。

これらより各医療機関内のBCPでは、なるべく

看護職員が行うべき業務を絞りこみ、行う業

務自体を簡略化する、看護職でなくてもでき

る業務を整理し、他職種が協力して対応する

体制を平時から行っていくことが重要である。

日本看護管理学会が2021年3～4月にかけて会

員対象に行った調査結果で、１年間での経験

の程度で8割以上が「非常にあった、時々あっ

た」と回答した項目は「新型コロナウイルス感

染症患者の対応にあたって、他の職種や援助

者ができる業務も看護師が行わざるを得な

かった」が最も多い回答であった（日本看護管

理学会，2021）。また、2022年の10～12月に同

学会が令和3年度厚生労働省看護課補正予算

事業「新型コロナウイルス感染症対応看護マ

ネジメント体制整備事業」の一環として「コロ

ナ禍における看護管理の課題」というテーマ

で行ったウェブセミナーでは、COVID-19につ

いての知見が蓄積された時期にもかかわらず、

参加者から、いまだ感染者病棟の掃除を看護

師が行っているという現状が語られていた

（日本看護管理学会，2023a）。このような各

医療機関内で解決できることについて、例え

ば感染拡大前や落ち着いている時期に掃除業

者や他職種に感染対策の教育を行って看護職

以外にタスクシフトし、看護職が行う業務を

整理しておくこと等の対策が重要である。こ

れら各医療機関で行うべきBCPや業務整理に

ついてのセミナー開催、また他医療機関での

工夫の情報交換ができる医療機関看護管理者

が顔の見える関係で情報交換できる場や仕組

み作りが重要と考える。 

COVID-19に関わらず看護職確保のための労

働環境の見直しとして、2014年から各都道府

県に「医療勤務環境改善支援センター」を設置

するようになり、労働環境の見直しが進めら

れている。これらが中心となって平時から、従

事している看護職の業務負担の軽減を行って

いくことも重要である。 
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２）保健所での人材確保対策 

  保健所における看護職人材確保に関する調

整では、都道府県や都道府県看護協会による

都道府県内での充足率が約80％、約88％、保健

所政令都市等による自治体内での充足率が約

78％であり、医療機関による看護職人材の充

足率に比べて低かった。しかし、医療機関と異

なる特徴は、医療機関では他都道府県からの

確保や都道府県への派遣の充足率が低いのに

対し、保健所での看護人材確保の充足率は約7

～8割と大きな変化がみられず、保健所政令市

等においては、件数は低いものの、充足率はむ

しろ他自治体からの人材確保や他自治体への

派遣の方が約9～10割と高いことであった。 

 調整内容では、都道府県、保健所政令市等、

都道府県看護協会いずれも各機関常勤保健師

の派遣、IHEAT登録者の派遣調整が上位を占め

た。日本は地震をはじめとする自然災害が多

い国であり、今までも大きな災害を幾度とな

く経験してきた。それら災害時では各地域の

保健師が派遣され、中心的役割を果たした実

績がある（浦橋ら，2013）。また、これらの経

験をもとにDHEATが構築された。DHEATはDisas

ter Health Emergency Assistanceの略で、災

害時健康危機管理支援チームを意味する。支

援が必要な地域にチームを結成して被災地域

で、医療対策、及び避難所等における保健衛生

対策と生活環境衛生対策等に係る指揮調整機

能が円滑に実施されるよう支援することが目

的であり、平時より人材育成がなされている。

COVID-19流行においては、IHEATの運用が2020

年から開始された。IHEATはInfectious Disea

se Health Emergency Assistance Teamの略

であり、感染症の蔓延等健康危機が発生した

場合に、地域の保健師等が感染症蔓延地域へ

応援する仕組みである（厚生労働省，n.d.）。

これが、他地域からの人材確保あるいは他地

域への派遣についての充足率を上昇させるこ

とに効果があった可能性がある。第5波までの

COVID-19流行は地域性があり、流行拡大地域

とそれほどでもない地域の差があった。この

場合は、平時よりこのようなスキームがある

ことが有効であると考える。 

 第6波以降の爆発的感染者が増加する局面

では、全国的に人材が不足していく。アンケー

ト調査では、仲介依頼先に民間職業紹介事業

者や保健師OBの会が含まれていたのが医療機

関の看護職人材確保にはない特徴であった。

これらより、全国的にどの地域も不足する場

合は潜在保健師や看護師の活用を行っていく

必要があると考える。アンケート調査では、保

健師OBの会の効果については評価されていな

かったが、ヒアリング調査では、連携において

OB・OGと日ごろから日々の業務に関連したつ

ながりの必要性が述べられた。業務整理する

ことで、看護職である退職者が担う業務は多

くあることが考えられる。今後、COVID-19だけ

でなく、自然災害の多い日本では、専門的知識

と技術だけでなく、多くの経験を有する退職

者の活躍の機会は多いと考える。OB・OGを貴重

なリソースと位置づけ、退職によって関係性

が途切れることが無いよう、事前に協力可能

かを確認しリスト化し、日ごろより情報共有

や支援の仕組みづくりをすることも看護職確

保の一対策である。 

 

３）緊急時の広域での看護職確保体制 

医療機関の広域看護職確保支援を最も行っ

ていたのは都道府県看護協会であり、充足率

は、都道府県内では約81％、他都道府県からの

確保では、約61％、他都道府県への派遣では約

90％であった。調整内容は医療機関間での派

遣調整、感染症看護に関する認定・専門看護師

による相談調整、潜在看護職の紹介が多かっ

た。仲介依頼先は都道府県ナースセンターが

多く、効果があったと約76％が回答したCOVID

-19流行の渦中は、国が本看護協会へ、都道府

県は都道府県看護協会へ看護職確保に関する

事業を委託し、都道府県と都道府県看護協会

間の連携として、看護職確保・調整は都道府県

が現場のニーズを吸い上げ、都道府県看護協

会へ要請し、派遣看護師調整を都道府県へ返

答し現場へと調整しているプロセスを実施し

ていたが（日本看護協会，2021b）、ヒアリン

グ調査でもこの内容が語られた。アンケート

調査結果でも都道府県看護協会が日本看護協

会との事業委託や都道府県からの事業委託を

高い割合で実施していると回答していた。5~6

割が効果的であったと回答していることから、

この仕組みは継続する必要があると考える。

しかし、看護職の要請から現場まで、都道府県

を介しており、看護職の派遣までに時間を要

していた可能性が考えられる。現場では絶え

ず感染状況が変化し、急激な状況変化によっ

て急に人材を必要とする状況が発生すること

もあり得る。看護職確保・調整のプロセスにつ

いて、現場のニーズを吸い上げる役割として

都道府県が担い、都道府県看護協会は要請を

受けて看護職確保の後、都道府県を介さず、直

接必要としている現場につなげるという循環
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型プロセスも体制の一案として考えられる。 

また、医療施設間ネットワークで多くみら

れた各種会議への参加は、ヒアリング調査で

は多くの会議が中止となった現状が語られ、

横・縦の状況把握を困難にしていた可能性が

大きい。上記で述べたように感染拡大1波から

看護職確保体制、各機関間の連携体制を即急

に整えるためにも各機関がそろい、話し合い

の場を意図的に設けることは逆に必須である

といえる。 

調査結果の中にはDMATの調整も挙げられて

いた。感染症発生から拡大時、各所で感染対応

に追われ一時的に各機関、職種間の連携自体

が麻痺する可能性をはらむ。DMATは災害の急

性期に機動性をもった専門チームであり（峯

田ら，2009）、豊富な災害の経験から組織活動

の調整も長けている。看護師長の感染症患者

の受け入れ態勢の構築プロセスでは、第1波沈

静後は次を予測し感染再拡大から長期化への

対応に動いており（倉岡，2021）、第1波を乗

り越えることで先の予測を見越した組織体制

を図ることを可能とする。感染症発生時から

第1波の初動時期にどれだけ早く組織体制を

整備できるかがカギであり、専門家であるDMA

Tを活用していくことは緊急時において組織

麻痺の予防に効果が高いと考える。 

都道府県の調整内容に少数意見であるが防

護服や生活必需品があった。COVID-19流行拡

大時には、不織布マスクやN95マスク等の感染

予防に関する物品不足が発生した。感染予防

物品の予備がある施設は人員不足の可能性は

低い（Xu，2020）ことから、潤沢な感染防護物

品があることでスタッフへの院内感染リスク

を抑える可能性も考えられる。感染症発生時

においては、人材確保だけでなく物品確保も

重要であり、個々の医療機関で有事に対応す

るための感染予防物品の備蓄、また、都道府県、

国によって物品の流通を調整することも必要

な措置ではないかと考える。 

一方で、調査当初、他地域からの派遣や受け

入れの調整経験も豊富にあることを予想して

いたが、各機関ともに思いのほか経験は少な

いという結果であった。この結果から業務で

忙殺される中、通常業務と感染対策に加えて

の派遣されてきた看護職の対応を敬遠してい

た可能性がある。上記に述べた看護職が集中

できるよう業務整理に加え、平時に災害時の

際に自機関常勤職の業務と外部から協力派遣

してくる看護職の業務分担に関するマニュア

ルを準備し、受け入れ体制の整備も大きな課

題だと考える。一般社団法人日本看護管理学

会が受託した令和3年度厚生労働省看護課補

正予算事業「新型コロナウイルス感染症対応

看護マネジメント体制整備事業」の一環とし

て「新型コロナウイルイス感染症等対応のた

めの応援派遣看護職受け入れ・応援派遣マ

ニュアル」を作成し、全国の病院に配布したが、

これらが活用されることを期待したい（日本

看護管理学会，2023b） 

一方で、保健所における看護職人材確保・調

整の経験が多かったのは保健所政令市等で

あった。感染を抑える方策の計画、医療機関へ

の周知の役割を持つ保健所は、地域における

感染状況に関して最初に情報が入り、新型コ

ロナウイルス感染症の状況把握と感染対応の

初動に人材を割く必要があったためと考えら

れる。都道府県では、医療機関、保健所ともに

人材確保・調整の経験が多く、都道府県看護協

会との関係性、保健所政令市等との機能とし

てのつながりによるものと推察される。  

また、都道府県によって医療計画は異なっ

ており、都道府県にある自治体、医療機関だけ

でなく、福祉施設等を含めた地域包括的危機

管理体制の整備が必要と考える。この体制整

備に付随して、有事の際に各々の機関が専門

機関としてのノウハウを活かして役割分担し、

活動できるよう機関間での覚書や協定の締結

が効果を発揮するものと考える。人材確保・調

整経験の自機関内の調整が多数という結果か

ら分かるように、都道府県、保健所政令市等、

都道府県看護協会、いずれにしても自地域内

の調整が先行し、看護職確保の目処が立った

ところで他地域への派遣を視野に入れていた

のではないかと考えられ、自地域の地域包括

的危機管理体制を万全にしておく必要性は重

要である。 

2024 年から施行される感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律等の一

部を改正する法律では、感染症発生・まん延時

における保健・医療提供体制の整備等、機動的

なワクチン接種に関する体制の整備等、水際

対策の実効性の確保等が制定されている（厚

生労働省，2022）。この法律によって特に広域

派遣についての仕組みが構築されやすくなる

ことが予想されるが、基本となる各機関が BCP

をはじめとする対応力の強化や人材育成を行

う誘導も必要と考える。 

 

４）人材育成 

人材育成には、医療職・潜在看護師の感染予



13 

 

防対策教育と、危機時の際に人材調整を担う

担当者の人材育成の2つがある。 

潜在看護師の復職支援は、ナースバンク事

業や、eナースセンターにおける各種研修が実

施されている。バンク登録、過去の研修受講に

より各地域の潜在看護師の把握に役立ち、急

募に対応したマッチングに対応できたことに

よって、COVID-19拡大時においても効果につ

ながったと考える。実際、アンケート調査で平

時からの復職支援で効果的だったと評価が高

かった内容に「最新の看護の知識と技術を獲

得し、職場復帰を容易にするための研修開催」

が都道府県、都道府県看護協会いずれからも

挙げられていた。これは保健所におけるIHEAT

登録も同様で、登録者への研修を実施してい

たこと（習田，2022）で、大きな調整を必要と

せず、円滑に現場対応に移行できたことが考

えられる。都道府県看護協会は日本看護協会

問都道府県から看護職確保事業の委託を受け、

さまざまな機関から寄せられる看護職調整対

応を実施していた。アンケート調査で、都道府

県、都道府県看護協会とも平時からの復職支

援で「未就業、退職看護職の実態と就業希望条

件の把握」が効果的だったと回答している割

合が約5~6割と高かった。もともと登録してい

た潜在看護職の調整は、雇用希望を把握して

いたことで、求人に対するマッチングを容易

にしていたことが考えられるが、新規登録者

においては、雇用希望の把握からとなり、時間

を要していたと推察される。新規登録者はこ

の状況下で力になりたいと考えて行動してい

る。登録している潜在看護職同様に、要望の

データ化と求人のマッチングシステムのIT化

の構築が、業務負担軽減と効率化につながる

可能性は大いにある。 

また、復職支援に対する各種研修は、通常、

場を設けて研修会を開催し、知識・技術の向上

を支えていたことが考えられる。しかし、COV

ID-19が発生した2019年度からは、場を設けて

の開催が難しく、Zoomオンライン研修での開

催となった。都道府県看護協会のアンケート

調査で困難だった場面に「個々の技術力や対

応力に差があった」との意見があるように、知

識を付けることは可能であるが、技術向上面

は不十分であると言わざるを得ない。この技

術面を補完するため、COVID-19の感染対策を

強化しながら実施されていた新人看護職員研

修との併用（山下ら，2022）、また、研修とい

う形式ではなく自由にシミュレーターや感染

予防対策技術の練習を行える場の設置等、技

術力向上に対する多様な方策が必要だと考え

る。 

感染予防に関する技術向上は、潜在看護師

だけの課題ではない。人材確保で困難には認

定看護師・専門看護師への負担が挙げられて

いた。クラスター発生するごとに派遣要請を

受け、COVID-19で最も多忙であった看護師で

あったといえる。感染症は発生・拡大をいかに

して抑えるかがカギであり、感染予防対策の

知識と経験に基づく対応が求められる。介護

老人福祉施設での感染予防、新型コロナウイ

ルス感染症においては医療機関が逼迫したこ

とで軽症者の宿泊施設利用となり、感染予防

の知識は専門職以外にも必要となった。医療

機関・介護福祉施設等において定期的な感染

予防対策研修の実施、介護職を対象とした感

染対策の手引き（厚生労働省，2021）等による

マニュアルの整備によって、現場が主導と

なって感染予防対策を実践していくことは、

感染管理専門看護師の負担が増加することな

く、必要な場所へ円滑に動ける環境を整える

ことへつながると考える。 

人材確保・調整の担当者の育成も大きな課

題である。東日本大震災において求められる

リーダー的役割として危機を脱するための指

示・命令、組織間・多職種間の調整など（真下

ら，2018）が挙げられている。新興感染症にお

いては、感染流行の波に合わせた行動が求め

られていたと考えられる。2018年の広島県豪

雨災害では応援調整等を統括して担う班を設

置（服多ら，2022）し災害地域の対応をしてい

た。しかし感染症にいたっては、日本全国、長

期間の活動が必要となる。都道府県全体を対

応するには、全域統括部署だけでなく、各地域

に統括部署の設置が必要となり、人材確保・調

整担当者不足が生じたことは当然のことであ

る。本課題に対する取り組みとして、内閣府は

防災スペシャリスト養成研修を実施している

が、地域研修受講者は2014～2021年度で約240

0人、スペシャリストOJT研修にいたっては201

3～2021度累計289人である（内閣府，2022）。

看護における災害対策管理においては、災害

時の実践活動内容（国松ら，2020）、災害対策

本部立ち上げツール（村山ら，2020）等の活動

実態や組織づくりに関する研究が多く、人材

育成プログラム開発では黒瀧（2020）の受援力

を高める教育プログラムと少ないのが現状で

ある。内閣府主導で研修を行うだけでなく、日

本看護協会が主体となって看護職における災

害対応スペシャリストの育成にのりだすこと
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を期待する。 

 

５）財政支援 

都道府県、保健所政令市等、都道府県看護協

会の困難だったことの中に、財政確保が挙げ

られていた。感染拡大予防の重要な時期であ

る感染拡大第1波では、各機関で感染対策に係

る財源を賄う必要が生じ、予算案の中で、急場

をしのぐために別の予算を充てる等の対応を

とることになる。国は令和2度4月30日に第１

次補正予算を編成し、地方公共団体が効率的

に必要な事業を運営できる新型コロナウイル

ス感染緊急包括支援交付金が創設された。し

かし、この交付金決定時期には感染拡大の第1

波が押し寄せており、既に現場対応への支出

は膨らみ、都道府県等の機関で財政確保に対

する不安へとつながっていたと推測されるた

め、今後起こりうる新興感染症に対し、災害対

策基本法の災害の概念に新興感染症を含めた

り、医療災害に対する新たな立法も視野に法

整備の必要があると考える。東日本大震災に

おいて、発生直後は行政収支基礎的財政収支

が悪化することが明らかになっている（石田

ら，2022）。自然災害においては、一時的な事

象でありその後復興支援が始まるが、感染症

の場合は財源確保に長期的視野が必要であり、

経済状況を予測しづらくしていることが考え

られる。また、想定された用途として重症患者

に対応できる医師、看護師等の派遣であって、

通常業務を担う看護職の派遣には活用できな

いなどの使途の制限や診療報酬上の制限等の

条件、派遣要請施設への負担の仕組み等から、

活用されなかったという意見もあった。国から

の経済的支援はCOVID-19感染対策を進めるうえ

で重要な財源であるが、自治体の判断で様々な

使途に活用できるなど柔軟性が必要と考えられ

る。 

また、財政支援として、新興感染症特有と考え

られる感染拡大沈静時における看護職確保に対

する財政支援も必要である。ヒアリング調査で

は、感染拡大時に備え落ち着いている時期にも

ある程度看護職を確保していたとの回答があっ

た。しかしこれには財源という大きな課題があ

る。国からの補助金、交付金も限度があり、いつ

まで続くのか明確ではない状況において、年単

位で複数の長期的雇用は難しいと考える。しか

し、感染拡大時期は多くの医療機関が看護職不

足で看護職の取り合いが発生するため、派遣要

請を出しても、その時期に必要な看護職が確保

できるのか不透明なことも不安要素となる。感

染拡大時に備えた閑散期の人材確保に係る費用

の支援、または補助金の用途にそれらが含まれ

るような、多様な用途を考慮した財源支援が必

要である。 

 

E．結論 

本調査より以下を提言する。 

・各医療機関が平時より看護業務をスリム化す

る、BCPを立案し、危機時においても看護に集

中できるシミュレーションを行える力をつける

研修等を推進する。 

・医療機関の応援体制は地域で完結できるよう

医療機関同士のネットワークやシステムを平時

より構築し、応援した看護職が円滑に適応でき

るようにマニュアルを活用する。 

・保健所における看護職確保では、災害支援の

ノウハウを生かすとともに各地域での医療計画

等を踏まえ地域包括的危機管理体制を構築する。 

・既存の DMAT、DHEAT、IHEATを効果的に活用

するしくみをつくる。 

・広域派遣については、既存のナースセンター

機能を維持するとともに看護協会や自治体によ

る連携体制がとれる制度を構築する。 

・関わる関係者対象の感染症予防教育と人材調

整担当者の育成を推進する。 

・財政支援は迅速に柔軟にできる仕組みとす

る。 
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 なし 

 

G．研究発表 
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